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株式の種類 普通株式
 

１【取得状況】

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

平成30年７月31日現在

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(平成30年５月14日)での決議状況
(取得期間平成30年５月15日～平成30年７月31日)

 20,000,000 70,000,000,000

報告月における取得自己株式(取得日) ― ― ―

計 ― ― ―

報告月末現在の累計取得自己株式  15,368,300 69,999,886,200

自己株式取得の進捗状況(％)  76.8 100.0
 

(注) １．取得自己株式(取得日)は、約定ベースで記載しております。

２．上記取締役会において、自己株式の取得方法は自己株式取得に係る取引一任契約に基づく市場買付けとする

ことを決議しております。

 

２【処理状況】
平成30年７月31日現在

区分 報告月における処分株式数(株) 処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式
(処分日)

― ― ―

計 ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式
(消却日)

― ― ―

計 ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
取得自己株式

(移転日)
― ― ―

計 ― ― ―

その他(単元未満株式の買増請求) (処分日)   

 ７月13日 36 154,421

 ７月17日 40 171,579

 ７月18日 75 321,711

 ７月19日 128 549,054

 ７月23日 96 411,790

計 ― 375 1,608,555

その他(新株予約権の権利行使) (処分日)   

 ７月５日 5,200 22,305,312

計 ― 5,200 22,305,312

合計 ― 5,575 23,913,867
 

 
３【保有状況】

平成30年７月31日現在
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報告月末日における保有状況 株式数(株)

発行済株式総数 1,414,443,390

保有自己株式数 19,163,109
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